
 「美歴 サロンワークステーション EC機能」利用規約 
 

スパイラル株式会社（以下「当社」といいます。）は、「美歴 サロンワークステーション」に付帯するEC機能（以下「本機能」と

いいます。）の内容その他必要な事項について以下のとおり利用規約（以下「本規約」といいます。）を定めます。予め「美歴 サ

ロンワークステーション」利用規約に同意いただいた店舗は、本機能をご利用いただくことができます。本機能のご利用において

は、本規約の内容を完全に理解し、これを遵守していただくことを前提とします。 

 

 

第１条（本機能の概要） 

本機能は、「美歴 サロンワークステーション」を利用する店

舗（以下「契約店舗」といいます。）が、「美歴」の利用者

（以下「カスタマー」といいます。）に対して、契約店舗が

取り扱う美容に関する商品を「美歴」を通じて提案し、販売

できる場をオンライン上で提供するサービスです。 

第２条（本規約の改定） 

１．本規約は、当社の判断により契約店舗の承諾なく変更・

改定ができるものとします。 

２．本規約の変更・改定の内容について、当社は、施行日の

１ヶ月前までに会員規約に定める方法で契約店舗に対して

通知するものとします。 

３．契約店舗が当該変更・改定について同意する場合は、当

社所定の手続により同意の意思を表明するものとします。

かかる同意は、変更・改定された本規約の施行日より効力

を生じるものとし、契約店舗は改定後の本規約の施行日よ

り当該規約の適用を受けるものとします。 

第３条（規約上の地位の譲渡） 

契約店舗は、本規約に定める自己の権利を事前に当社の承諾

を得ることなく第三者に譲渡し、貸与しまたは担保に供する

ことができないものとします。 

第４条（利用開始） 

１．本機能の利用を希望する契約店舗は、当社が定める方法

によって本機能を利用するための契約（本規約に基づくも

のとし、以下「本利用契約」といいます。）を申し込むも

のとします。 

２．前項の申込後、当社が契約店舗に対して本機能の利用開

始を会員規約に定める方法によって通知した日を、本利用

契約の契約成立日および本機能の利用開始日とします。 

第５条（利用期間） 

本機能の利用期間は、前条の利用開始日より、「美歴 サロン

ワークステーション」の利用終了日までとします。 

第６条（商品の出品登録） 

１．契約店舗は、本機能を通じて販売を希望する商品を、当

社が本機能を提供するサービス（以下「本サービス」とい

います。）上に出品登録するものとします。 

２．前項の出品登録は、契約店舗が本サービス上に当該商品

の画像、商品名、価格、商品の受渡方法、その他当社が別

途定める事項を登録することによって行うものとします。 

第７条（商品の売買） 

１．契約店舗は、当社所定の方法により、前条により出品登

録を行った商品または別途「美歴 卸企業向け管理サービス

利用規約」に同意した卸企業が出品登録し、契約店舗と当該

卸企業との間の別途の合意により契約店舗が当該卸企業から

仕入れる商品の購入を、「美歴」上でカスタマーに提案する

ことができます。 

２．前項で提案した商品について、カスタマーが当社の定め

る方法に従って「美歴」上で購入の申込みを行った時点で、

契約店舗とカスタマーとの間に当該商品等に関する売買契約

が成立するものとします。当該商品が卸企業の出品登録した

ものである場合には、契約店舗とカスタマーとの間に売買契

約が成立した時点をもって、契約店舗が当該卸企業から仕入

れたものとします。当社は、卸企業および本アプリ上に出品

された商品につき、その内容を明示的にも黙示的にも保証す

るものではなく、これらについて当社は一切の責任を負わな

いものとします。 

３．契約店舗は、前項で売買契約が成立した商品を、カスタ

マーとの間で合意した条件に従って引き渡すものとします。 
４．第２項で売買契約が成立した商品について、カスタマー

は、当該商品のステータスが「発送前」以前であれば、当

社所定の方法で購入キャンセルが出来るものとします。 

５．第２項で売買契約が成立した商品の所有権および危険負

担は、当該商品が卸企業の出品登録したものである場合に

は第２項の仕入時点をもって卸企業から契約店舗に移転す

るものとします。また、商品代金の支払方法にかかわらず、

商品がカスタマーに引き渡された時点で、その商品に関す

る所有権および危険負担は、カスタマーに移るものとしま

す。 

６．本機能を利用して行う商品の売買は、契約店舗とカスタ

マーとの間で直接行われるものであり、当社は、売買契約

の当事者となるものではありません。従って、商品に関す

るカスタマーからの問い合わせには契約店舗が誠実丁寧に

対応するものとします。また、当該売買契約に関してトラ

ブル等が生じた際には、契約店舗とカスタマーの間で解決

するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。

当該トラブル等に関連して当社が損害を被ったときは、契

約店舗は当社に対して当該損害を賠償しなければならない

ものとします。 

７．契約店舗は、当社が契約店舗に対して、カスタマーまた

は卸企業との間の契約に関するトラブル等について問い合

わせた場合には、速やかに当社に対してその詳細を報告す

るものとします。また、当社、カスタマー、卸企業その他

第三者からの問い合わせに対し、契約店舗が対応を怠って

いることにより本機能の運営に支障が及ぶものと当社が判

断した場合、当社は、契約店舗の意向にかかわらず、当社

がカスタマー等とのトラブルについて対応できるものとし

ます。この場合、契約店舗は、当社に生じた当該対応に関

する費用および損害を賠償しなければならないものとしま

す。 

 

第８条（商品代金） 

１．カスタマーが本機能を通じて購入した商品の代金の支払

いは、代金引換または別途定める方法によるものとします。 

２．カスタマーが代金引換の方法により商品代金を支払った

場合、契約店舗は代金引換を取り扱う運送業者と別途合意

した条件に従って当該商品代金を受領するものとします。 

３．カスタマーが前項以外の方法により商品代金を支払った

場合、当該商品代金は当社が一時預かり、次条第３項およ

び第４項の定めにより精算するものとします。 

４．カスタマーが本機能を通じて購入した商品の代金に関す

る領収書は、カスタマーの要請に基づき、契約店舗が発行

するものとします。 



５．カスタマーが本機能を通じて購入した商品の販売が当社

とクレジットカード決済代行会社との契約に違反するなど

の理由により、当社において決済した商品代金の全部また

は一部が回収不能となる場合、当社と契約店舗は、協議の

上、その原因に応じて負担割合を決定するものとします。 

第９条（販売手数料） 

１．契約店舗は、本機能を利用して販売した商品について、

別途定める販売手数料を当社に支払うものとします。 

２．前項の販売手数料の金額は、当社が毎月末締で計算し、

翌月第５営業日までに別途定める方法で契約店舗に請求す

るものとします。 

３．当社が前条第３項により商品代金を一時預かっている場

合には、当社は、前項の販売手数料から当該一時預かり金を

差し引いて請求するものとします。 

４．前項の定めにかかわらず、前条第３項の一時預かり金の

額が販売手数料の額を超過する場合には、当社はその差額を

別途定める方法により契約店舗に支払うものとします。 

第10条（禁止行為） 

１．契約店舗は、本機能を利用して次の各号の行為をしては

ならないものとします。 

(1）特定商取引に関する法律・銃刀法・麻薬・ワシントン条

約その他関連条約等、国内外の法令の定めに違反するもの

を販売する行為 

(2）国内外の法令で許認可を義務付けられている商品につい

て、必要とされる許認可なしに販売する行為 

(3）印紙・切手その他有価証券等の金券類（換金性が高く、

金銭と同等に扱われるもの）を販売する行為 

(4) 商品を販売する画面において、虚偽の内容を表示する行

為 

(5) 商品を販売する画面において、契約店舗以外の第三者を

販売または運用責任者として表示する行為 

(6) 商品を販売する画面において、商品について著しく事実

に相違し、または実際のものよりも著しく優良であり、若

しくは有利であると誤認させるような内容を表示する行為 

(7) 商品を販売する画面において、商品価格が円建てである

ことが不明瞭である内容を表示する行為 

(8) 商品を販売する画面に表示する販売条件や商品説明内容

と異なる商品を販売または提供する行為 

(9）二重売上・架空売上・売上代金の水増し・売上代金の分

割記載・その他不実記載や不当価格、他人名義での売上等、

虚偽の売上行為 

(10）現金の立替、過去の売掛金の清算等、本機能を通じて

の商品販売に関係のない債権の回収に使用する行為 

(11) 無限連鎖講（ネズミ講）を開設し、またはこれを勧誘

及び運営する行為 

(12) 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、割賦

販売法、不当景品類及び不当表示防止法、銃刀法、麻薬取

締法およびワシントン条約その他関連条約等その他国内外

の法令の定めに違反する行為 

(13) 当社、カスタマー、卸企業、その他第三者からの問い

合わせに対して対応を怠り、または不適切に対応する行為 

(13)その他本規約、「美歴 サロンワークステーション」利

用規約の定めに違反する行為 

２．当社は、契約店舗が前項各号のいずれかに該当する行為

をしたことにより契約店舗、カスタマーその他第三者が損害

を被った場合、一切の責任を負いません。 

第11条（違反行為等への対処） 

１．契約店舗が前条第１項に違反した、または違反するおそ

れがあると当社が判断したときは、当社は事前に予告する

ことなく、いつでも、当該契約店舗に対して本機能及び

「美歴 サロンワークステーション」の利用停止、本利用契

約の解除その他当社が必要と認める措置を行うことができ

るものとします。 

２．契約店舗は、前項の措置によって被った損害の賠償を当

社に求めることはできないものとします。但し、前条第１

項に該当しないにも関わらず、当社の故意または重過失に

より当社がこれに該当すると判断した場合はこの限りでは

ありません。 

３．当社が第三者から、契約店舗が前条第１項に違反してい

るおそれがあることを理由に、契約店舗の住所および名称

の開示を求められた場合、当社は当社の判断にてこれらの

事項を開示することができるものとします。 

第12条（当社の損害賠償責任の範囲） 

１．当社は、本機能について、その完全性、正確性、有用性

等を一切保証するものではありません。 

２．当社は、当社の提供する本機能の不具合、債務不履行お

よび不法行為によりサイト会員に損害が生じた場合にあっ

ても、当該損害について当社に悪意または重過失が認めら

れる場合を除き、一切の責任を負わないものとします。 

第13条（優劣関係等） 

１．本規約の定めは「美歴 サロンワークステーション」利用

規約の定めに優先するものとします。 

２．本規約に定めのない事項については、「美歴 サロンワー

クステーション」利用規約の定めが適用されるものとします。 

 

以上 

 
附則 

2016年3月1日  制定 

2021年1月19日 改定 

2022年11月28日 改訂 
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